
やまぐち外国人総合相談センターで外国人住民等からの相談を受け付けています。 

生活の中で困っていること、知りたいこと（在留資格、 行政手続き、労働、教育、

子育て、DV、医療、結婚、離婚など）を相談できます。相談は無料です。 外国人

の家族や日本人の知り合いの方、関係機関等(非営利の団体等）も相談できます。 秘

密は厳守します。 

 

【言語・日時】 

□やさしい日本語・多言語コールセンター 

※火曜日～土曜日 ８：３０～１７：１５ 

□タガログ語・中国語 火曜日・木曜日 １０：００～１６：００ 

□英語・ベトナム語 水曜日・金曜日 １０：００～１６：００ 

※当センターのコーディネーターを介して、三者通話機能を活用して２０言語で相

談対応を行います。 

 

【相談方法】 

□面談：やまぐち外国人総合相談センター（山口市水の上町１－７ 水の上庁舎３

F） 

□電話：083-995-2100 

□FAX：083-920-4144 

□Skype 通話：yiea.soudan1 

□Messenger：yiea.soudan21 

 

【外国人のための無料専門相談】 

弁護士・行政書士に専門的な相談を行っています。 

※要予約（原則５日前） 

※１人１回まで 

※通訳が必要な場合は事前にご相談ください。 

 

＜お問い合わせ＞ 

公益財団法人山口県国際交流協会 

TEL：083-925-7353 

FAX：083-920-4144 

HP：https://yiea.or.jp/ 

相談センター専用 Facebook：https://www.facebook.com/yiea.soudan21 

 

https://yiea.or.jp/
https://www.facebook.com/yiea.soudan21





